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桑名委員長 ただいまから、議会運営委員会を開く。

本日は、議案の付託等について御協議願うため、お集まりいただいた。

それでは、お手元の協議事項の順に進めてまいりたいので、御協力願う。

１．議案の付託について１．議案の付託について１．議案の付託について１．議案の付託について

桑名委員長 まず、１ページの資料１、議案の付託についてである。

知事提出議案98件及び議員提出議案１件をお手元にお配りしてある議案付託表のと

おり、本日の質問終了後、所管の常任委員会に付託することとしたいが、御異議ない

か。

（異議なし）

桑名委員長 それでは、さよう決する。

２．次期常任委員について２．次期常任委員について２．次期常任委員について２．次期常任委員について

桑名委員長 次に、８ページの資料２、次期常任委員についてである。

次期常任委員会の委員数及び会派構成については、前回の議運で各会派に持ち帰

り、御検討いただき、次回の議運で協議するとしていた。まず、各委員会別の委員数

については、現在、議員３名の欠員のため、それぞれ９名となっている。平成26年度

の常任委員会については、いかがしようか。

中委員 ９名ずつで。

桑名委員長 ９名ずつとの意見であるが、ほかには。

（な し）

桑名委員長 それでは、総務委員会９名、危機管理文化厚生委員会９名、商工農林水産委員会９

名、産業振興土木委員会９名とすることで、御異議ないか。

（異議なし）

桑名委員長 それでは、さよう決する。

次に、各委員会別の会派構成について、それぞれの御希望をお聞きしたい。自由民

主党から順に発言願う。

中委員 商工農林水産だけ６名で、あとは各５名。

米田委員 危機管理文化厚生に２名で、あとは１名ずつ。

上田委員 総務、商工農林水産、産業振興土木に１名ずつ。

西森(雅)副委 総務、商工農林水産、産業振興土木に１名ずつ。
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員長

坂本(茂)委員 総務、危機管理文化厚生に１名ずつ。

土居オブザー 総務もしくは危機管理文化厚生のどちらかで。調整で構わない。

バー

高橋オブザー 危機管理文化厚生。

バー

桑名委員長 各会派の御希望を事務局に整理させる。

山名議事課長 御報告する。南風が総務委員会ということで計算すると、総務委員会が10名、危機

管理文化厚生委員会９名、商工農林水産委員会が９名、産業振興土木委員会が８名と

いうことになり、総務委員会が１名のオーバー。

西森(潮)委員 南風が産業振興土木では。

土居オブザー それで、いい。

バー

桑名委員長 それでは、各委員会の構成を事務局から報告させる。

山名議事課長 総務委員会、自民党５名、共産党１名、県政会１名、公明党１名、県民クラブ１名

の９名。危機管理文化厚生委員会、自民党５名、共産党２名、県民クラブ１名、みど

りの会１名の９名。商工農林水産委員会、自民党６名、共産党１名、県政会１名、公

明党１名の９名。産業振興土木委員会、自民党５名、共産党１名、県政会１名、公明

党１名、南風１名の９名である。

桑名委員長 それでは、報告があったが御異議ないか。

（異議なし）

桑名委員長 それでは、さよう決する。

なお、各委員会別委員名については、各会派で早急に選任の上、９ページの様式に

より３月10日月曜日正午までに事務局へ提出願う。

３．その他３．その他３．その他３．その他

（１）意見書・決議案の提出期限（１）意見書・決議案の提出期限（１）意見書・決議案の提出期限（１）意見書・決議案の提出期限

桑名委員長 次に、その他である。会派提出の意見書・決議案の提出期限であるが、提出される

場合は、本日の本会議終了後１時間以内に事務局に提出されるよう御協力願う。

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他
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桑名委員長 その他で、何かないか。

中委員 きのうの質問戦で、高橋議員から答弁者を定めずに質問があった。

西森(潮)委員 議長に、話があっただろう。

中委員 第２問目で吉良議員だったか答弁者を定めずに質問した例もあった。今後、ほかの

会派も含めて、申し合わせで答弁者を定めて質問するとなっているので、我々も含め

てだがもう一回会派でも再確認を。

森田議長 今の話の関連で、高橋議員が質問終了後すぐに、答弁者を定めずに質問したことに

ついて謝りに来たことを御報告する。

桑名委員長 今、中委員から質問者の質問の仕方について御指摘があったが、質問者は通告の

範囲内で明確な質問を行うということを再確認させていただく。

なお、このことについては各会派においても再確認願う。

（了 承）

山名議事課長 昨日、高橋議員の質問中に、一般の傍聴者の方が議場に入り込んだことについて、

御説明とお詫びを申し上げる。

高橋議員の質問中に、一般の傍聴者の方に対する案内が不十分だったことなど事務

局の不手際により、傍聴者の方が議場に入り込んでしまうという事態が生じてしまっ

た。

議場は県民から選ばれた議員が、高知県の将来などに対して議論を戦わす大切な場

所であり、その場所で本会議が開催されている時に、議員ではない一般の傍聴者が入

ってくるということはあってはならないことである。この度の不手際に対して、お詫

び申し上げる。

今後は、案内板やベルトパーテーションなどで入り口を仕切るなど、議場の入り口

であることがはっきりわかるようなお知らせ方法の検討を行い、このようなことが起

こらないような対応をしていきたい。

西森(潮)委員 30年やって初めてだ。

桑名委員長 それでは、協議事項は以上である。

次回の議会運営委員会は、特別の事情がなければ、３月10日月曜日午前９時から開

催する。協議事項は、意見書・決議案の送付先等についてである。

本日の本会議の開会時刻は、午前10時からということでいいか。

（異議なし）

桑名委員長 それでは、本日の本会議の開会時刻は午前10時をめどとする。

以上で、本日の議会運営委員会を終わる。


